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いわて高等教育コンソーシアム（文部科学省戦略的大学連携支援事業）理事会細則

（平成 年 月 日制定）20 12 16

（趣旨）

第１条 この細則は、いわて高等教育コンソーシアム（文部科学省戦略的大学連携支援事

） 、 （ 「 」業 規程第３条の規定に基づき いわて高等教育コンソーシアム理事会 以下 理事会

という ）に関し、必要な事項を定める。。

（任務）

第２条 理事会は、次に掲げる事項を実施する。

一 コンソーシアムの総括に関すること。

二 その他コンソーシアムの運営に関する重要事項

（組織）

第３条 理事会は、いわて高等教育コンソーシアム構成大学の学長をもって組織する。

（会議）

第４条 理事会は、全構成員の出席をもって成立する。

（庶務）

第５条 理事会の庶務は、コンソーシアム事務局において処理する。

附 則

この規則は、平成 年 月 日から施行する。20 9 26


